
◯大野はるひこ議員 通告に基づき、区政に対する一般質問を行います。

初めに、「いたばし No.１実現プラン２０１５」のローリングに関する基本方

針について、お伺いいたします。

ローリングとは改訂を意味しています。改訂の目的は、板橋区基本計画、平

成１８年度から平成２７年度までの後期実施計画として平成２３年度から平成

２７年度までの５年間を「いたばし No.１実現プラン２０１５」と位置づけ、平

成２３年１月に策定し、事業展開がなされ、２年目を迎えました。

「No.１プラン２０１５」の平成２３年度から平成２５年度までの３か年分に

ついては、事業量と経費が明記されておりますが、平成２６年・２７年度につ

いては、今後の方向性の表示となっているため、今般、平成２７年度までの事

業量と経費を明らかにするとともに、平成２８年度を初年度とする次期基本計

画を視野に入れた区政の持続可能な発展を目指すための３か年計画としてロー

リング・改訂が行われることになりました。

昨今の社会情勢の著しい変化への的確な対応と今後の厳しい財政見通しを踏

まえ、計画事業の進捗状況や行政評価結果、決算分析に基づくＰＤＣＡサイク

ルを機能させることによって、これまで以上に「選択と集中」の観点から事業

を精査し、集中的かつ効果的な行政資源の投入により事業を展開するとのこと

です。

そこでお伺いいたします。毎年行われている行政評価の目的は、「施策・事務

事業の情報を詳細に公開することによって、区民の行政参加を促進すること」

「成果重視の評価を行うことによって、行政サービスの質の向上を図ること」

「区政の説明責任と透明性を確保するほか、職員の経営意識・改革意識を向上

させること」が目的としてうたわれています。

一次評価では行政の内部評価が行われ、その後、９名の外部評価委員による

外部評価が行われ、二次評価で一次評価・外部評価の結果を踏まえ、行政の最

終評価が行われております。外部評価の結果は、特に重要視すべきと思われま

す。今まで行われた行政評価の結果をどのように受けとめ、予算・計画等へ反

映されてこられたのか、お伺いいたします。

また、「選択と集中」の観点から事業を精査し、集中的かつ効果的な資源の投

入により事業を展開するとのことですが、「選択と集中」とは、何を選択し、何

に集中するのか、集中的かつ効果的な資源の投入により事業を展開する具体的

な内容をお聞かせください。

次に、「板橋区経営革新計画」のローリングに関する基本方針について、お伺

いいたします。

板橋区の財政状況は、平成２０年の世界同時不況により特別区交付金と特別

区税の急減に見舞われ、その後も景気回復の兆しが見られず、平成２２年度以



降は、平成２０年度対比で１００億円を超える大幅な減収が継続しています。

一方、歳出面においても、景気低迷による影響を受け、義務的経費の生活保

護を含めた扶助費が平成２３年度時点で２３区の中で最高となる構成比であり、

財政の硬直化が着実に進行しています。

もはや、収入と支出の均衡は失われており、一般財源の不足に対して、財政

調整基金や義務教育施設整備基金などの活用可能な基金から巨額な費用を投じ

ることによって、ようやくにして予算編成が行われています。

財政の弾力性をあらわす経常収支比率も、平成２２年度以降、９０％を超え

ている状況です。平成２４年度予算においては５２億円の財政調整基金を投入

しており、平成２４年度末の財政調整基金残高の見込みは、今回の９月補正後

で４７億円まで減じ、数年後には財政調整基金が枯渇する状態にあります。

以上のことから板橋区では、現下の厳しい財政状況を克服するとともに、区

政の持続的な発展を可能とする健全な財政基盤を確立するための「板橋区経営

革新計画」のローリング・改訂が実施されることになりました。

平成２７年度までの３か年で１００億円の財源不足を解消することにより、

次期基本計画がスタートする平成２８年度の予算編成までには、財政調整基金

に依存せずに予算を組むことが可能な収支均衡型の財政構造を確立することを

目指すものです。

一般家庭に置きかえてイメージすると、一家を支える世帯主が、安定的な収

入を得ていましたが、勤め先の経営が悪化したことにより収入が激減し、家計

の見直しをし、何とかやりくりをしましたが、賄い切れず、家計を補うために

配偶者が働き、世帯主の収入が減少した分を補ってきました。板橋区では緊急

財政対策に当たります。

その後、家庭では住宅ローン、子どもの教育費などが賄い切れず、預貯金を

切り崩して財源に充当いたしますが、板橋区では基金の活用に当たります。家

庭では家計が底を尽き、金融機関からお金を借りることになり、板橋区では起

債の活用に当たりますが、いわゆる赤字地方債の発行はできません。

そして、定期的に借金を返済していきますが、板橋区では公債費に当たりま

す。返済し切れず自己破産を申し出る。板橋区では財政破綻になりますが、そ

のようなことにならないよう、行財政改革を推進していることになります。

また、行政は一般企業と違い、短期・中期・長期の計画は立てますが、その

財源は区民の皆様からお納めいただいた税金です。一般企業では、会社が月次・

半期・年次・中期・長期の売り上げ目標を立て、営業がその目標に向けて計画

を立て、日々、数字の達成に向けて販売施策を立て、取引先を訪問し、自社の

製品を販売し、数字を確保します。一方、行政の職員の皆様は、外に出て営業

をして売り上げを確保することはありません。



さきにも述べましたが、税収により区政は成り立っています。平成２０年度

以降、既に板橋区は緊急財政対策を実施し、現在に至るまで事務事業などの見

直し、対策を講じていながら、なぜこの３年間、先行きがわかっているにもか

かわらず、１００億円を超える基金を取崩し、予算編成が行われたのか。

また、平成２４年度予算における最終的な財源不足額である財政調整基金か

らの繰り入れ額５２億円の減額は、具体的にどのように取り組まれるのか、お

伺いいたします。

平成２５年度から２７年度の３か年、その先の平成２８年度以降も見据えて

取り組んでいかれる改訂の進め方について、お伺いいたします。

目標達成に向けて、既存事業８００の徹底した事務事業の見直しが行われま

すが、効率の悪い事業を廃止する前に、再度、何が悪かったのかを再検証し、

取り組み方を変えれば効果の上がる事業も中には存在する可能性もあると思わ

れますので、内容を十分に精査し、判断すべきと考えますが、見解をお聞かせ

ください。

また、現状肯定を前提とした事業展開「ビルド・アンド・ビルド」の発想か

ら脱却し、「スクラップ・アンド・ビルド」や「選択と集中」の考えに基づいた

見直しが行われますが、特に何に「選択と集中」をするのか、具体的にお聞か

せください。

今まで行ってきた事業を廃止、使用料・手数料などの引き上げを行うには相

当の覚悟が必要です。このたび行われる「いたばし No.１実現プラン２０１５」、

「板橋区経営革新計画」の改訂に向けて、区長の決意をお聞かせください。

次に、見直しの際の視点、「歳入確保の徹底」について、お伺いいたします。

収入率向上のための取り組みとあわせた現年度分と滞納繰越別の目標設定が

うたわれています。そこで、収入未済、不納欠損について、お伺いいたします。

収入未済とは、納税する義務があるのに納付されなかった税金の額のことで、

翌年度の滞納繰越分に計上されます。不納欠損とは、歳入徴収額を設定したも

のの何らかの理由で徴収が行えず、今後も徴収の見込みが立たないため、地方

自治体が徴収を諦めることです。

本来納められなければならない税金、使用料、利用料の収入未済額、不納欠

損額は、特別区民税では年々増え続け、平成２２年度決算では収入未済額が４

０億９,０７８万８,００８円、不納欠損額が２億８,８６４万９,４５５円、５

年間で時効となる平成１８年度から平成２２年度までの不納欠損額を合計する

と、１３億円強の特別区民税の徴収が行えず、不納欠損として処理されていま

す。

軽自動車税では、平成２２年度決算では、収入未済額は３,１０６万４８５円、

不納欠損額は４２７万２００円、５年間で時効となる不納欠損額を合計すると



２,２００万円強の軽自動車税の徴収が行えず、不納欠損として処理されていま

す。

国民健康保険事業では、保険料の収入未済額が平成２２年度決算では４４億

５,８３６万９,８００円、不納欠損額が１１億１,０６８万４６２円、２年間で

時効となる過去５年間の不納欠損額を合計すると５２億円強の国民健康保険料

の徴収が行えず、不納欠損として処理されています。また、国民健康保険を持

続するため、一般会計からの拠出金が平成２２年度決算では８２億９,９８５万

１,８２５円が拠出され、過去５年間を合計すると３８５億円強の金額が一般会

計より拠出されています。相互扶助である保険の体をなしていないのではない

でしょうか。

区立住宅、区営住宅の収入未済額も年々増え続け、平成２２年度決算では、

区立住宅が３,９２０万４,８２８円、区営住宅が１,３５８万３,１００円の収

入未済額が発生しています。民間の不動産管理では考えられません。

保育所保育料自己負担金の平成２２年度決算の収入未済額は、公立、私立を

合わせ５,２３８万５,８４０円、不納欠損額は１,１０７万７,９１０円、５年

間で時効となる過去５年間の不納欠損額を合計すると５,４００万円強の金額

が不納欠損として処理されています。このような状況を踏まえ、現在、板橋区

では、税金の未納対策として訪問、督促、コールセンターが設置され、効果が

発揮されているのは理解いたしておりますが、最低限の人員で最大限の効果を

求めるのには限界があるのではないでしょうか。ぜひとも税金、使用料、手数

料の収入未済、不納欠損に総合的に対応し、徴収体制の強化を図るための滞納

徴収課を設け、初動整理班、機動整理班を設置するなどし、特別区民税をはじ

め軽自動車税、国民健康保険料など、全ての使用料、利用料、手数料の総合的

な収入未済、不納欠損の解消に向けて取り組むべきではないでしょうか。必ず

や課を設置した分の効果は発揮できます。本来納めていただくものが納めてい

ただけない、いただけなかった金額は莫大です。財源不足の解消に大きな影響

をもたらすのではないでしょうか。見解をお聞かせください。

次に、新たな税外収入の確保についてお伺いいたします。

区有財産の活用による増収の可能性の追求を進められるとのことですが、現

状、旧保健所跡地は、本庁舎新南館の建設に伴い、建物が倉庫として使われ、

外は自転車駐車場として利用されています。耐震性に問題がある施設ですので、

外とはいえ自転車駐車場に利用することはいかがなものかと思いますが、旧保

健所跡地を含め区内には幾つかの公共用地がそのままとなっています。今後も

そのような公共施設が発生する可能性もあります。板橋区として先々を見据え、

公共施設の跡地利用の方針をはっきりと打ち出さなければ、そのままで、いつ

になっても有効活用ができない状態になってしまいます。その間、多大な損失



も発生いたします。既に跡地になっている施設も含め、跡地になってから考え

るのではなく、板橋区としての今後の方針を前もってはっきりと打ち出すべき

ではないでしょうか。見解をお聞かせください。

次に、たばこ税についてお伺いいたします。

たばこ税については、毎年３０億円強の税収が発生いたします。大変大きな

財源です。たばこ税につきましては、一般財源に繰り入れられてしまいますの

で、たばこ税の一部を路上喫煙対策等、たばこに関することに特化して対応す

ることはできません。しかし、路上でのたばこの吸い殻がかなり多く見受けら

れます。喫煙者のマナーが問われます。最低でも携帯灰皿を持っていただき、

吸い殻を捨てる行為は慎んでいただきたいものですし、季節を問わず、火災発

生の原因にもなり、まちの美観を損ねています。

喫煙者は吸わない方への思いやりの精神が必要です。エコポリス環境行動委

員会では、一斉清掃をはじめ、たばこのポイ捨てキャンペーンも実施されてお

りますが、全てに対応することはできません。条例も制定されておりますが、

区内全域を監視するのは難しいのが現状ですが、日本たばこと連携し、受動喫

煙に配慮をした上で、住民の方々にご理解をいただき、例えば自動販売機の近

辺に灰皿を設置するなどし、路上に捨てることのないような対策を講じるべき

と考えます。たばこを吸う方、吸わない方々のために有効な対応策を講じるべ

きと考えます。見解をお聞かせください。

「いたばし No.１プラン２０１５」、「板橋区経営革新計画」の改訂について、

るる述べてまいりましたが、財政状況が厳しいことは理解いたしますが、決し

て後ろ向きになることなく、必要とする事業に対しては積極的に予算を投入し、

区政を運営していただくことを切に願います。

次に、児童虐待防止について、お伺いいたします。

本年６月までの半年間に全国の警察が摘発した１８歳未満への児童虐待は、

昨年同期より９５件多い２４８件であったことが警視庁のまとめで判明いたし

ました。被害児童も、昨年同期に比べ９０人多い２５２人、うち１２名が死亡。

摘発数、被害者数ともに過去を上回るペースとなっています。摘発の約７割、

１７５件は身体的虐待が占め、次いで性的虐待６８件、ネグレクト・育児放棄

が５件、「おまえは要らない」などの暴言を吐いたり、児童の前で配偶者暴力を

振るう心理的虐待は、大半が刑事事件に発展しないものの、上半期だけで昨年

同月比約６割、１,３７４件増の３,６３４件確認され、児童相談所に通告され

ています。

板橋区においても同様に、子ども家庭支援センター「子ども何でも相談」の

相談件数は年を追うごとに増え、平成２３年度では１万６,２５２件、うち虐待

は９,０１８件、養育不安は６,００３件と、平成２２年度の１万２８６件と比



べ約６割増えています。

平成２３年度の児童虐待対応状況については、子ども家庭支援センターへの

通告件数は３２６件で、身体的虐待が１８８件、心理的虐待が７８件、ネグレ

クトが７８件、性的虐待１件が通告、受理され、また虐待の再発件数も、虐待

の種別・年齢別通告件数は、平成２３年度合計９６件の再度通告があったとの

報告がなされ、東京都北児童相談所での平成２３年度板橋区内虐待相談受理件

数は２００件との報告がなされました。相変わらず児童への虐待が年を追うご

とに増え続けているのが現状です。

新聞・テレビなどの報道に直面するたびに、目や耳を覆いたくなります。親

は子どもを産み育てる責任があるにもかかわらず、親の子どもに対する無責任

さを痛感いたします。自分の都合ばかりで、人のことは関係ないなどという社

会の風潮が自らの子どもを心身ともに傷つける行為は絶対に許されるべきでは

ありません。

板橋区においては、子ども家庭支援センターと東京都北児童相談所との連携

をはじめ、健康福祉センター、福祉事務所をはじめ各教育機関、医療機関、民

生・児童委員、児童福祉・養護施設、警察との連絡調整・情報提供がなされ、

児童虐待の未然防止、指導、保護などの対応がなされ、要保護児童対策地域協

議会では、代表者会議、実務者会議、個別ケース会議が開催され、対応がなさ

れています。

都区のあり方検討会では、児童相談所の特別区への移管が取り上げられてお

りますが、進展に至っておりません。現状、子ども家庭支援センターと東京都

北児童相談所との連携は緊密に行われているのでしょうか。また、対象となる

家庭への対応状況については、担当者１名で６０件から６５件担当されている

とお聞きいたしておりますが、担当件数に無理がなく、きめ細やかな対応がな

されているのかお伺いいたします。

児童虐待の未然防止、減少、きめ細やかな対応に向けては、児童相談所の特

別区への早期移管が望まれますが、見解をお聞かせください。

次に、木造住宅密集対策について、お伺いいたします。「木造地域不燃化１０

年プロジェクト」先行実施地区の選定についてお伺いいたします。

東京都は木造住宅密集地域を解消するために、手厚い支援で住民に建て替え

を促す不燃化特区制度の先行実施地区として１２地区を選定し、板橋区も先行

実施地区として、現在、住宅市街地総合整備事業を実施している大谷口地区の

一部について東京都へ応募し、１２地区の中に選定されました。

本プロジェクトの応募の経緯につきましては、自由民主党板橋議員団災害対

策プロジェクトチームにおいて、本年２月に、本区の都市整備部部長をはじめ

担当者の方々同席のもと、東京都より都市整備局市街地整備部防災都市づくり



課の担当者の方より説明を受け、その後、応募に至り、実現となりました。事

業期間につきましては平成２５年度から平成３２年度までの８年間、事業区域

は大谷口地区の一部、１９.１ヘクタール、事業内容は主要生活道路の拡幅整備、

拡幅路線沿道不燃化への建て替え助成、新たな不燃化事業の制度化となってい

ます。短い期間での応募に際し、様々な要件を満たさなければならなかった中、

先行実施地区に選定されましたことは、本区にとりましては木造住宅密集地域

の改善を一段と加速することになりました。

今後は整備プログラムの策定、コア事業の具体化、特に重要な地域住民の皆

様方への働きかけ等に着手することになりますが、地域の状況に応じて東京都

からの特別支援、不燃化助成の上乗せ、都税の減免措置という様々なメニュー

を有効に活用し、東京都の支援をいただくとともに、対象住民の皆様のご理解

のもと、本事業が行われますことを願います。

そこでお伺いいたします。今後の進め方について、具体的にどのように取り

組んでいかれるのか、見解をお聞かせください。また、大谷口地域以外の区内

木造住宅密集地域への今後の取り組みについての対応をお聞かせください。

現在、板橋区では、所有者の同意のもと、民家のブロック塀を一部撤去し、

門扉を設置し、緊急時のみ開放して地域住民が民家の敷地内を抜けて逃げるこ

との通り抜け化に取り組まれています。これまでに約７０の避難路を確保され

ていますが、今後の取り組みについてお聞かせください。

次に、耐震化に向けての取り組みについて、お伺いいたします。

木造住宅の耐震化費用の助成制度については、本年６月１日より、木造住宅

の耐震診断及び耐震改善工事などの費用を助成する制度が変わるとともに、新

たに耐震診断の結果に基づいた耐震計画や概算工事見積書の作成にも助成が受

けられることになりました。６月以降の耐震診断・耐震補強工事実績につきま

しては、改定以前に比べ多少の伸びは示されましたが、今後さらなる対応が求

められます。実績が伸びない１つの要因として、特定の団体の会員でないと施

工業者になれないという状況が発生しております。地域に密着した工務店の

方々が日常のおつき合いの中で耐震診断・耐震助成の情報を提供することによ

り、実績が上がることが期待されます。施工業者向けの講習会を板橋区が実施

するなどし、地域と密着した工務店の方々からも、木造住宅耐震化へ向けての

取り組みの促進を対象となる方々へ周知していただくことが有効な手段と考え

ます。今後の取り組みについての見解をお聞かせください。

また、非木造住宅の平成２３年４月から平成２４年８月までの耐震診断・耐

震補強工事の実績は、耐震診断助成件数は７件、耐震診断助成金額は約１,２０

０万円、耐震補強工事については実績がない状況ですが、今後の取り組みにつ

いてお聞かせください。



緊急輸送道路沿道建物の耐震化の現状が平成２２年度末の数字では、耐震化

率が８５.５％、未耐震が１４.４６％と示されていますが、未耐震棟数２０８

件への今後の対応についてお聞かせください。

次に、学校選択制と学校の適正規模・適正配置について、お伺いいたします。

平成１６年度より学校選択制が導入され、９年目を迎えました。通学区域外

の学校に入学した児童・生徒の割合は導入以来、毎年、小学校では約２割、中

学校では約３割の児童・生徒が通学区域外に入学しています。また、通学区域

外の学校を選択した児童・生徒のうち、隣接する学校に入学した割合が９０％

という結果が出ています。本年度より、小学校の学校選択制は区内全域より隣

接通学区域に変更になりましたが、結果的には約２割近い児童が通学区域外の

学校に入学することになるのではないでしょうか。

学校選択制を実施している教育委員会を対象に、東京都が実施した調査結果

から浮かび上がる課題も、学校間格差が生じる、学校の小規模化を助長してし

まう、学校と地域との連携が希薄になる、通学の安全管理が困難になるなどの

結果が出ています。また、板橋区の保護者、学校関係者の意見でも、風評や事

実と異なる報道内容が先行し、正確な学校情報が保護者に伝わりにくい、児童・

生徒の地域拡大により、生活指導が難しくなるなどの課題が発生しています。

一方、学校の適正規模・適正配置では、学校の規模、施設の面が優先され、

教育を受ける児童・生徒が置き去りにされている感じがいたします。適正規模・

適正配置の答申では、適正化に向けた進め方として、「保護者や地域での検討を

重視すべきである」、「教育委員会は関係者への広報活動や情報提供を通じて意

識の啓発を行うことが必要」、「学校、保護者、地域関係者は学校の規模と配置

に関する問題意識を共有し、合意形成を図りながら課題を解消する方策の検討

を進めることが重要」と方針が出されています。適正規模・適正配置の答申の

中では、しきりに「学校」、「地域」、「保護者」という文言が使われています。

学校選択制により地域との連携、結びつきが希薄になりつつある現状と乖離し

ているのではないでしょうか。

大規模校、小規模校が発生する要因の１つにも、学校選択制により影響を受

ける場合もあるのではないかと推察されます。また、板橋区に隣接する他区へ

の入学も多数見受けられます。他区へ入学された児童・生徒は板橋区に住みな

がら、板橋区のことは学びません。地域との結びつきも希薄になるのではない

でしょうか。

学校選択制を廃止した自治体も出てきています。学校選択制のあり方につい

て再度検討を進めていく必要性があると考えますが、見解をお聞かせください。

未来を担う子どもたちの立場に立った学校の適正規模・適正配置の今後の取

り組みについての見解もお聞かせください。



次に、土曜日の授業について、お伺いいたします。

東京都では今年度、少なくとも月に１回程度、土曜日に授業を行うことを計

画している公立小・中学校がともに４割を超えたことが東京都教育委員会の調

査で判明いたしました。急増の要因は、東京都教育委員会が平成２２年１月に、

全国に先駆けて月２回までの実施を認めた通知とのことです。新学習指導要領

の実施により必要な授業時間数が増えたため、一気に拡大したとのことです。

品川区では今年度より、全小・中学校が月２回程度の実施になりました。

現在、板橋区では、各学校の判断に任せておりますが、今後は、教育委員会

が主体となり、先生方や子どもたちにゆとりがない現状を踏まえ、はっきりと

した教育方針を各学校に示すべきと考えますが、見解をお聞かせください。

また、現在行われている児童・生徒の「確かな学力」の定着を図ることを目

的に、児童・生徒がつまずいている箇所に戻って学習することのできる「フィ

ードバック学習」、「ふりかえり学習」の効果についてお聞かせください。

また、現在、小学校４年生から中学校２年生までに行われている、ふりかえ

り学習の対象学年を小学校２年生から中学校３年生までにさらに拡大されては

いかがでしょうか。今後のさらなる学力向上に向けての取り組みについての見

解をお聞かせください。

次に、いじめ対策について、お伺いいたします。

いじめは今に始まったことではありません。滋賀県大津市の市立中学校で発

生した問題を契機に、いじめに対する学校や教育委員会の対応に批判が集中し

ています。文部科学省はいじめ問題に関する新施策を発表いたしました。学校

現場の主体的な取り組みに委ねてきた従来の受け身の対応を変更するものです。

学校を支援する組織を全国２００地域に設置することや、学校と警察の連携強

化を図るというものです。具体策では、いじめ問題の解決に外部人材を活用、

道徳教育や体験活動を通じたいじめの未然防止、スクールカウンセラーの拡充、

教育研修の充実などが挙げられています。

策を講じることはよいことですが、さきにも述べましたが、いじめは今に始

まったことではありません。今までいじめに対し学校や教育委員会、保護者が

どのような対応をしてきたのかが問題です。幾ら国が対応策を講じても、一番

身近に子どもたちに接している三者が変わらなければ、いじめの未然防止、発

見、対応、解決することは難しいのではないでしょうか。

学校の先生方は、日々の教育活動に追われ、子どもたちと落ちついて向き合

う時間が果たしてあるのでしょうか。小学校も、中学校も、朝早くから夜遅く

まで電気がついているのを常日ごろより見受けます。教育委員会が掲げられて

いる学び支援プランの実施による先生方への負担は発生していないのでしょう

か。事務処理に追われる時間がかなりのウエートを占めてはいないのでしょう



か。教育委員会は学校現場の任せきりにしてはいないのでしょうか。

保護者の皆さんは、家庭教育までも学校に任せてはいないのでしょうか。家

庭教育は家庭でするもので、学校の先生がすることではありません。保護者も、

子どもを任せきりにするのではなく、短い時間でも、日々、子どもと向き合い、

接することが必要です。

現状、先生方は教育委員会、保護者の板挟みとなり、余裕がないのではない

でしょうか。全てを学校現場に任せていることが児童・生徒一人ひとりにじっ

くりと向き合う時間をなくしてしまい、子どもたちのサインを見逃し、いじめ

の早期発見、早期対応に結びつかない１つの要因であるのではないでしょうか。

道徳教育に力を入れても、家庭教育がしっかりと身につけられていなければ、

理解することが困難ではないでしょうか。

現状の学校現場をどのように捉え、教育委員会としていじめに対し今後どの

ような取り組み、対応をされていかれるのか、見解をお聞かせください。

また、求められる教師像について、お聞きいたします。

学校によって、先生方の教育に対する取り組みが違っては、学校間に格差が

生じます。先生方は東京都から着任されます。教育に熱心な先生方をより一層、

板橋区に来ていただくかが今後の課題です。教育委員会として求められる教師

像とはどのような先生であるのか、見解をお聞かせください。また、板橋区に

着任された先生方は東京都の職員である意識が強いのか、あわせてお聞かせく

ださい。

教育委員は地方公共団体の長である区長が任命し、議会の同意を得て任命さ

れます。区長にお伺いいたします。

区長の教育に対する思い、教育委員の任命権者である区長の教育委員会に対

する評価をお聞かせください。

次に、認知症についての取り組みについて、お伺いいたします。

高齢化社会の進展により、今後さらに認知症の患者の増加が予測され、認知

症の予防については喫緊の課題となっています。認知症高齢者支援の充実は、

いたばし No.１プラン２０１５の重点戦略においても主要課題に挙げられてお

り、第５期介護保険事業計画、第２次地域保健福祉計画、第３期実施計画にお

ける取り組みの重点事項として位置づけられています。

平成２２年度の主要事業の中にも、全国初の試みで、超高齢化社会の到来に

備え、認知症予防プログラムを実証するとのことで、約２,０００万円の予算が

計上されました。認知症、機能低下を予防する有効なプログラムを実証する日

本で初の取り組みでした。プログラム内容が誰もが気軽に始められる運動の習

慣化で、効果が実証されることで認知症予防の取り組みの広がりが期待できる

とのことで、介護予防事業研究に高い実績のある健康長寿医療センターと連携



して実施され、認知症が疑われる方や６５歳以上の方々へのアンケート調査を

実施し、区内２００名の方々を対象に実施されました。３年が経過しておりま

すが、本事業の成果と今後の取り組みについてお聞かせください。

また、現在、認知症高齢者支援体制の構築に向けての取り組みや、認知症に

関する普及啓発、予防事業、相談、家庭支援事業、見守り事業が行われており

ますが、より一層の対応策を講じていく必要が求められますが、今後の認知症

対策についての見解をお聞かせください。

次に、国民健康保険特定健康診査受診率について、お伺いいたします。

国の特定健康診査等基本指針に基づき、板橋区国民健康保険が策定する計画

で、５年を１期とし、第１期は平成２０年度から２４年度とし、５年ごとに見

直しを行うこととなっています。第１期の目標として、特定健康診査受診率を

６５％、特定保健指導実施率を４５％、内臓脂肪症候群の該当者・予備軍の１

０％減少を平成２４年度までに達成することが目標とされています。

平成２０年度からの３年間の受診率は４０％台で推移し、平成２３年度は暫

定で４５.３％です。目標が達成できない場合にはペナルティーが科せられ、平

成２４年度の実施状況を平成２５年度の後期高齢者支援金の算定に反映させる

ことで評価する仕組みとなっています。板橋区をはじめ２３区は加算・減算の

対象にはならないとお聞きしておりますが、万が一、本年度、達成できなかっ

た場合の加算金の概算は幾らになるのか。また、毎年度、前年度実績特定健康

診査等成績優良保険者の区部、１２位以上の保険者に東京都から特別調整交付

金が交付されています。平成２２年、２３年、ともに２,０００万円強の交付金

が交付されています。本年度交付金は見込めるのでしょうか。

また、今後の特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の向上と取り組みに

ついて、なぜ受診率が上がらない要因はなぜなのか、今後どのようにして受診

率を上げられていかれるのか見解をお聞かせください。早期発見、早期予防が

医療費の抑制につながるのではないでしょうか。

次に、スポーツ振興について、お伺いいたします。

過日、開催されましたロンドンオリンピック、パラリンピックでは、国民に

多くの感動と勇気、夢を与えてくれました。２０２０年には、東京での開催が

できることを願いたいと思います。

スポーツ基本法第１条では、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに、国

及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力などを明らかにするととも

に、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、国民の心身の健全な発達、明るく豊

かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与

することが目的とされています。



参加及び支援の促進では、国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健

やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する国民

の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めな

ければならないともうたわれています。

スポーツ振興基本計画では、子どもの体力について、スポーツの振興を通じ、

その低下傾向に歯どめをかけ、上昇傾向に転ずることを目指し、地域における

スポーツ環境の整備充実方策では、生涯スポーツ社会の実現のため、できる限

り早期に成人の週１回以上のスポーツ実施率が５０％となることを目指してい

ます。

子どもの体力向上方策に不可欠である施策については、学校と地域の連携に

よる子どもをひきつけるスポーツ環境の充実、充実するための施策として、教

員の指導力の向上、子どもが体を動かしたくなる場の充実、児童・生徒の運動

に親しむ資質、能力や体力を培う学校体育の充実、運動部活動の改善、充実が

施策となっています。

学力の向上とともに、子どもの体力の向上に向けての取り組みは大変重要な

課題です。現在、教育委員会では、２年前より児童・生徒の体力の向上に努め

ているとお聞きいたしておりますが、さきに述べました基礎的施策を踏まえた

上での見解をお聞かせください。

地域におけるスポーツ環境の整備充実に必要不可欠である施策の１つには、

全国の各市町村において、少なくとも１つは総合型地域スポーツクラブを育成

するとなっています。総合型地域スポーツクラブの特徴は、「複数の種目が用意

されている」、「子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで、

地域の誰もが、年齢、興味、関心、技術・技能レベルに応じて、いつまでも活

動ができる」、「活動の拠点となるスポーツ施設・クラブハウスがあり、定期的、

継続的なスポーツ活動を行うことができる」、「質の高い指導者のもと、個々の

スポーツニーズに応じたスポーツ指導が行われる」、以上については、地域住民

が主体的に運営する内容です。

現在、板橋区では、志村スポーツクラブ・プリムラが、準備期間を経て、平

成１９年度より発足されました。板橋区基本計画の施策であります「スポーツ・

レクリエーション活動の推進」に基づき、実施計画事業として支援、育成が行

われ、平成１９年度から３年間の事業委託が決定されました。現在は、自主財

源により運営されています。スポーツ振興基本計画では、地方公共団体の役割

の中には、市区町村は総合型地域スポーツクラブの育成を積極的に推進するこ

と。さらにはクラブハウスの整備を推進すること、クラブハウスは新たに建設

するほか、学校の余裕教室や既存の公共スポーツ施設の積極的な活用となって

います。現在、志村スポーツクラブ・プリムラには、クラブハウスがありませ



ん。円滑かつ継続的に運営を行うことができるためにも、活動の拠点となるク

ラブハウスの確保を求めますが、見解をお聞かせください。

現在、板橋区においては、区民の皆様の生涯スポーツの推進に向け、各種教

室、競技会、スポーツ大会、スポーツ指導の普及啓発に努められ、さまざまな

年代、レベルに応じた事業を実施されていますが、今後、より一層のスポーツ

振興に取り組まれることを希望いたします。

スポーツ振興をさらに推進することにより、小さな子どもから高齢者の皆様

に至るまで、体力の向上とともに健康の保持増進につながり、ひいては医療費

の抑制につながります。また、地域コミュニティの活性化にもつながると考え

ます。これからのスポーツ振興についての見解をお聞かせください。

板橋区では、正式な陸上競技場、サッカー場がありません。体育協会、また

隣接の練馬区と連携し、都立城北中央公園内に正規の陸上競技場の整備、その

中にサッカー場の整備に向けての取り組みを要望いたしますが、見解をお聞か

せください。オリンピック、パラリンピックの東京開催が決定すれば、オリン

ピック選手の練習の場になる可能性を秘めていますので、ぜひとも東京都へ要

望いただくことを希望いたします。

次に、防災対策について、お伺いいたします。

東京都は、首都直下型地震の被害想定で推計した死者数、全壊・焼失建物数

を一気に６割減少させることを目的に掲げた地域防災計画を公表いたしました。

新たな計画では、都民がふだんから震災に備える自助や地域住民が互いに助け

合う共助の重要性を強調いたしました。自主防災組織や消防団の取り組みを強

化することにより、本施策だけでも死者は約５００名、避難者は約８万人、全

壊・焼失する建物は約２万２,０００棟、それぞれ減らすことが可能としていま

す。板橋区においても、現在、従来の防災対策を一歩進めた成果重視、目標管

理型の対策を図るべく、地域防災計画の改定が行われています。大規模災害の

発災時には、行政の役割が強く求められておりますが、自治体をはじめとする

防災関係機関のみの対応には限界があります。地域防災力のさらなる向上が不

可欠で、区民の皆様一人ひとりが自助、共助の理念を持ち、主体的に行動でき

るよう、より多くの区民の皆様に対し、常に高い危機管理意識を持っていただ

くことが必要です。

このたび、防災訓練、「訓練メニュー」平成２４年度版が公表されましたのも、

その一環であり、行政からの情報の発信です。今までにない内容の充実したも

のです。各町会・自治会に配布されましたが、ぜひとも防災訓練メニューが有

効に活用されるよう望みます。配布された後のフォロー、各町会・自治会から

の不明な点、疑問点などに対しては、きめ細やかな対応をいただけますよう、

お願いいたします。見解をお聞かせください。



また、定期的に見直し、確認作業を行うことで、より一層の内容の充実が図

られ、新たな訓練の取り組みも出てくるのではないでしょうか。見解をお聞か

せください。

次に、震災時の避難誘導について、お伺いいたします。

現在、板橋区では、震災時の避難場所を含む情報発信の１つとして、区内各

町会・自治会の区設掲示板、区内、駅前の街区案内板に、携帯電話からＱＲコ

ードを読み込めば情報を取得できる黄色いシールが掲示されています。情報伝

達の手段としては有効ですが、震災時に携帯電話の通信が途絶えてしまう可能

性があります。また、携帯電話を持っていない方は利用することができません。

常々訴えておりますが、目で見てわかる避難場所等の周知方策を今後模索する

必要があるのではないでしょうか。町会・自治会の掲示板に表示するにはスペ

ースがありませんが、掲示板に付随して表記することはできないのでしょうか。

特に、一時避難場所、広域避難場所、避難所の区別を浸透させていただくため

にも、目で見てわかる掲示板の設置を求めますが、見解をお聞かせください。

次に、震災時の水利の確保について、お伺いいたします。

地震発災時における火災では、いち早く鎮火することにより、延焼を防ぎ、

被害を最小限に抑えることができます。平常時とは違い、水道管が壊れた場合、

消火栓からの水利を確保することができません。現在、取り組みを推進されて

いる街頭消火器の整備、設置促進も有益な手段ですが、防火水槽、防災協力井

戸をはじめとする、より一層の水利の確保、拡充に努める必要があるのではな

いでしょうか。今後の取り組みと区内の水道管の耐震化が求められていますが、

対応強度、現在の整備状況についてお聞かせください。あらゆる状況を想定し

ての地域防災計画が構築されることを望みますが、今後の取り組みについてお

聞かせください。

最後に、放射３６号線について、お伺いいたします。

放射３６号線は、豊島区要町一丁目の山手通り交差点を起点とし、練馬区早

宮一丁目で放射３５号線と接続する都市計画道路で、平成３２年度までに完成

予定となっています。本事業は、小茂根四丁目地域の一部が対象となり、道路

が延伸されることにより、地域が分断されてしまう状況が発生いたします。現

在、環境調査が終わり、用地取得に向けての交渉が進められておりますが、本

計画により、長年住み続けてこられ、移転を余儀なくされました方々への対応、

また、分断されることによる影響を最小限にとどめていただくためにも、東京

都の事業ですが、板橋区としても、地域の要望を重く受けとめていただき、東

京都と密な連携を取り合い、進めていただけますようお願いいたします。

以上をもちまして、私の区政に対する一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手する人あり）



◯区長（坂本 健君） 大野はるひこ議員の一般質問にお答えいたします。

最初は、「いたばし No.１実現プラン２０１５」の改訂に関連しまして、行政

評価結果の受けとめ方と予算、計画等への反映についてのご質問であります。

行政評価委員会が行います外部評価につきましては、所管課で作成しました

一次評価表をもとに、評価対象事業に関連する施設の視察や、あるいは所管課

に対する公開ヒアリング、外部評価案に基づく所管課との意見交換会の内容を

踏まえて取りまとめをしていただいております。区では、外部評価結果を最大

限に尊重しながら、最終の二次評価を決定するとともに、「いたばし No.１実現

プラン評価」を行う際にも、行政評価結果を十分にしんしゃくするところでも

ございます。

各部署におきましては、外部評価と二次評価で指摘をされた見直しの視点に

つきまして、十分に吟味をしながら、次年度の予算、計画、組織、定数に向け

て改善に取り組むこととしております。

また、「継続」以外の評価となりました事務事業につきましては、評価結果

を受けて、どのように見直しをしたのかを、予算査定の際に点検をしておりま

して、区の経営資源の配分にも活用しているところでもございます。

次に、選択と集中についてのご質問であります。

今般のローリングに当たりましては、人口減少社会が急速に進展する中にお

いて、板橋区が持続可能な成長を遂げていくためには、「選択と集中」による、

将来を見据えた魅力あるまちづくりなどの成長戦略の展開と、それを支え、未

来の区民に確かな区政を引き継ぐ行財政の抜本的な改革に取り組む必要がある

との認識に立っているところでもあります。

具体的には、「いたばし No.１実現プラン２０１５」に掲げました重点戦略の

方向性を基本としまして、区民にとって真に有効なサービスを見きわめて、経

営資源を効果的に配分し、施策を展開していくとともに、今後の財政見通しを

踏まえて、必要性や緊急性を考慮しながら、施策の優先度に応じて事業の取捨

選択を行っているところでもございます。

あわせまして、将来の成長のために必要な施策や事業の芽出しに努めていく

ほかにも、役割を終えた事業や重複事業の整理を着実に実行していくものであ

ります。

次に、「板橋区経営革新計画」の改訂に関連をいたしまして、基金投入の予

算編成を続けた理由についてのご質問であります。

板橋区では、平成２０年９月に発生したリーマン・ショックの影響が顕在化

しました平成２１年度下半期以降、既に年度途中でありました２１年度につき

ましては、緊急財政対策によって対処をいたしましたが、２２年度からの３年



間につきましては、毎年１００億円を超える基金を投入しながら予算編成を行

ってきたところであります。

基金の投入につきましては、特別区税や特別区交付金が単年度で１００億円

も減少となる一方におきまして、生活保護費などの扶助費が大幅に増加し続け

る中にあって、行政サービスを低下させることなく、継続して区民生活の維持・

向上に寄与する、さまざまな施策を行ってきたためでございます。

次に、財政調整基金繰入金の減額方法についてのご質問であります。

平成２４年度当初予算につきましては、最終的な財源不足を補うため、財政

調整基金から５２億円余りの繰り入れをして編成したところであります。財政

調整基金からの繰入金の減額を行うためには、予算の執行管理を徹底する必要

がありまして、可能な限りの収入確保と経費圧縮を図るための効率的・効果的

な予算の執行が不可欠であります。

具体的には、契約差金の減額配当や一般事務用品の配当保留を実施しており

まして、あわせて歳計剰余金や不用額などの余剰財源を確保することによって、

財政調整基金からの繰入金を減額し、結果として最終補正予算の段階において、

財政調整基金残高が増額となるように全力を挙げて取り組んでいるところであ

ります。

次に、既存の事務事業の見直しについてのご質問であります。

行財政改革の第１段階といたしまして、最も業務に精通しております各部署

におきまして、事業の存廃を含めて、全ての事務事業をゼロベースから見直す

「事務事業の総点検」を行ったところであります。単に廃止をして経費を削減

するということだけではなく、例えば、事業委託や区民との協働など事業運営

方法を変更したり、類似、重複事業の統合を行うことによって業務の効率化を

図り、サービス水準を落とさずに経費削減につなげるなど、各職場において事

業内容の精査と創意工夫を発揮した全庁的な点検運動と位置づけて実施をする

ものであります。

次に、「選択と集中」についてのご質問であります。

「板橋区経営革新計画」の改訂における「選択と集中」とは、「いたばし No.

１実現プラン２０１５」に掲げます３つの重点戦略にのっとって、選択をした

施策や事務事業に対して、集中して投入すべき財源を確保するために見直さな

ければならない事務事業などを選択するということでございます。

具体的には、役割を終えた事務事業や類似、重複した事務事業を整理するこ

とや、既存の事務事業を見直すことなく温存したままで新規の事務事業を創設

していくような、いわゆるビルド・アンド・ビルドの発想を捨てることである

と考えます。

次に、「板橋区経営革新計画」の改訂に関連をいたしまして、その区長の決



意についてのご質問であります。

２つの計画における平成２７年度までの３年間は、早急に対応が必要な課題

について集中的に経営資源を投入する一方で、危機的な財政状況を回避する取

り組みの実行期間でありまして、区政の将来を見据えた平成２８年度以降の次

期基本計画の財政環境を整える期間として位置づけていくものであります。

板橋区が持続的な発展を遂げていくためには、「選択と集中」による成長戦

略の展開が欠かせないばかりか、今後の景気変動にも耐え得る行財政構造への

転換を図る改革が必要でありまして、持続的な発展は中長期的に安定した行財

政基盤の構築があってこそ初めて可能となるものと考えます。２つの計画を車

の両輪として機能させ、一体的に推進することによって、是が非でもこの難局

を乗り越えなければならないと決意しております。

次に、歳入確保の徹底についてのご質問であります。

収入未済と不納欠損の解消につきましては、厳しい財政状況のもとで財源を

確保するという側面と、まじめに滞りなく納付している大多数の区民との間の

公平性を保つという観点から、真摯に取り組むべき課題と考えております。「滞

納徴収課」の設置につきましては、税や国保など複数の債権にまたがる滞納者

の把握が容易となりまして、滞納整理の効率化が期待できる一方において、債

権ごとに法令や滞納処分の手法が異なる公債権と私債権が混在するなど、さま

ざまな課題があることも確かではないかと思います。

現在、収入確保対策検討会におきまして、各課の取り組みの情報共有化や納

税推進センターへの電話催告業務の一元化など、庁内連携の強化についても検

討を進めているところでありますが、今後、組織体制の強化を進めつつ、徴収

方法にも工夫を凝らしていくことによって、収納率をアップしていくために全

力を尽くしてまいりたいと考えております。

次に、公共施設の跡地利用方針についてのご質問であります。

現在、平成２０年９月に策定をされました「板橋区公共施設跡地活用方針」

に基づきまして、跡地の活用を図っていくこととしております。

また、平成２４年度中の策定に向けて作業を行っております「公共施設等整

備計画」におきましても、廃止施設等の有効活用について、その手法や判断基

準などの基本的な指針を示す予定であります。跡地活用に当たりましては、そ

の施設の位置や規模など、個々の状況や行政需要を勘案して判断する必要がご

ざいまして、前もって活用方針を定めることができない場合もございますけれ

ども、施設の統廃合等を決定する際に、跡地活用の方向性を検討し、さほどの

期間を置かずに、跡地活用に移行することができるように取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、たばこ税についてのご質問であります。



路上への吸い殻のポイ捨てをなくすため、区ではエコポリス板橋クリーン条

例に基づき、春、秋のクリーン作戦やポイ捨て防止キャンペーン等を実施して、

喫煙マナー向上と意識啓発に努めているところであります。

また、駅周辺への啓発看板や喫煙場所の設置など、これまでも日本たばこ産

業株式会社と連携して、吸い殻のポイ捨て防止対策に取り組みを進めておりま

して、今後さらに、たばこ販売店に対し、灰皿設置の協力を依頼したいと考え

ているところであります。今後も、環境行動委員会をはじめ、区民や関係事業

者との連携を図りながら、まちの美化推進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、子ども家庭支援センターと東京都北児童相談所の連携についてのご質

問であります。

北児童相談所は、「板橋区要保護児童対策地域協議会」の構成メンバーでご

ざいまして、昨年度は代表者会議に１回、実務者会議に７回、個別ケース会議

には約２００回も参加をしていただいております。さらに、北児童相談所の専

門的助言や法的な措置が必要な児童虐待ケースにつきましては、その都度、連

携協力をして訪問調査等を共同で行っているところであります。現状におきま

しては、子ども家庭支援センターと北児童相談所とは緊密な連携協力体制をと

っていると考えております。

続いて、子ども家庭支援センターの担当件数についてのご質問であります。

子ども家庭支援センターにおきましては、児童虐待を担当する相談支援グル

ープの職員は現在１０名おりまして、１人当たり６０から６５件の虐待ケース

を受け持っているところであります。児童虐待の受理件数につきましては毎年

増加をしていることから、これまでも２３年度に常勤職員を１名、２１、２２

年度に非常勤職員を各１名増員いたしました。さらに今年度につきましては、

新たな非常勤の虐待対策コーディネーターを１名採用したところでございます。

今後も、子ども家庭支援センターの職員体制を充実するとともに、健康福祉セ

ンターや福祉事務所はもとより、警察、医療機関等の関係機関との連携協力体

制をさらに密にしな がら、児童虐待の未然防止、減少にきめ細かく対応して

まいりたいと考えております。

次に、児童相談所の特別区への早期移管についてのご質問であります。

児童虐待は年々深刻化しておりまして、特別区の中でも死亡に至る重大事例

も発生しております。そのため、児童相談所の移管につきましては、都区のあ

り方検討会とは切り離して、先行して検討、協議することとなっておりまして、

現在、都区の部課長により事務的な検討協議を行っている最中であります。住

民に身近な特別区が、一時保護や立入調査などの児童相談所の法的機能を持ち、

より迅速に虐待ケースに対応する必要があると認識もしております。今後も、



特別区長会で力を合わせて、児童相談所の早期移管を強く東京都に求めてまい

りたいと考えております。

次に、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」について、今後の進め方につ

いてのご質問であります。

先行実施地区として、大谷口地域につきましては、今後、東京都と協議を重

ねて、具体的な事業の整備プログラムを定めていくこととなっていると考えて

おります。

次に、区内木造住宅密集地域への今後の取り組みについてのご質問でありま

す。

板橋区には、国が指定する重点密集市街地が３地区、約１３２ヘクタールご

ざいまして、その全地区で事業を展開し、住環境の改善に一定の成果を上げて

まいりました。しかし、まちの燃えにくさを示す指標であります不燃領域率な

どの数値を見ますと、依然として、木造住宅密集地域の解消が完全に図られた

とは言えないと考えます。今後につきましては、現況調査等を行うとともに、

まちの特性に応じた課題解決を図りながら、さまざまな手法を研究し、「選択

と集中」の視点によって、地域の防災性の向上を目指してまいりたいと考えて

おります。

続いて、避難路の今後の取り組みについてのご質問であります。

板橋区では平成９年度から、区民の災害時の安全確保のため、行きどまり道

路に面する権利者の協力を得ながら、民家の敷地内に緊急時に利用できる避難

路の整備確保に取り組んでまいりました。区内には、いまだに多くの行きどま

り道路が存在いたします。安心・安全なまちづくりの実現に向けて、引き続き

避難路の整備を推進してまいりたいと考えております。

次に、木造住宅の耐震化費用の助成制度についてのご質問であります。

木造住宅の耐震化につきましては、災害に強いまちづくりを推進する上で極

めて重要なことであると認識をしております。耐震改善工事の施工業者の登録

につきましては、板橋区内に本店、支店、営業所等が登録された業者で、木造

住宅耐震講習会等の受講など一定の要件を満たしていれば可能でありまして、

門戸は広く開放されていると考えております。

次に、非木造住宅の耐震診断、耐震補強工事に対する今後の取り組みについ

てのご質問であります。

分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者等に対し、耐震化を促

す通知の送付や戸別訪問など、引き続き普及啓発を積極的に行いまして、より

一層の耐震化の推進を図ってまいりたいと考えております。

また、分譲マンション区分所有者の耐震診断や改修工事の合意形成が難しい

ことから、耐震化の専門家でございます建築士を無料で派遣するアドバイザー



制度も設けて対応しているところであります。今後につきましても、国や都の

施策を踏まえながら、耐震化の促進に向け、可能な限り支援や啓発に取り組ん

でまいりたいと考えております。

続いて、緊急輸送道路沿道の耐震化への今後の対応についてのご質問であり

ます。

緊急輸送道路沿道の耐震化につきまして、対象建築物の所有者等に対して、

耐震化を促す通知の送付や戸別訪問など、引き続き普及啓発を積極的に行いま

して、より一層の耐震化の推進を図る予定であります。都条例による特定緊急

輸送道路沿道建築物につきましては、平成２５年度までに耐震診断が義務化さ

れておりまして、東京都と連携をしながら、耐震診断が未実施の所有者等に対

して強く指導してまいりたいと考えております。

次は、教育課題に関連をいたしまして、区長の教育に対する思い、教育委員

会の評価についてのご質問であります。

教育は、国や地域の未来を担う青少年を育成する、基本的かつ最も重要なも

のと考えます。教育委員会につきましては、その理念のもとに、教育の実施計

画であります「いたばし学び支援プラン」を策定し、着実に実施、推進をして

いると認識をしております。その活動については、私も評価をしているところ

であります。

次に、認知症予防プログラムの成果と今後の取り組みについてのご質問であ

ります。

平成２２年度に健康長寿医療センターとの共同事業で実施をいたしました認

知症予防プログラムにおきましては、対象者の生活歩数や活動能力、精神的な

健康度を有意に高めることができたと考えております。また、認知機能のやや

低下をしました対象者には、認知機能の低下抑制の効果をもたらすことが明ら

かになったと考えております。この成果を受けまして、６５歳からおおむね８

０歳までの高齢者を対象に、認知機能の低下を予防するための脳力アップウォ

ーキングゼミナール事業を平成２３年度から区内３箇所で開始をしたところで

あります。平成２４年度につきましては８箇所で実施をしておりまして、今後、

平成２７年度までに区内１８箇所において実施をする予定であります。

続いて、今後の認知症対策についてのご質問であります。

認知症対策の充実が重要な課題であることは認識をしております。現在行っ

ております認知症サポーター養成事業、もの忘れ相談事業、認知症予防プログ

ラム、家族介護者支援事業など、今後さらに充実をしたいと考えております。

また、平成２４年５月に板橋区認知症高齢者支援体制連絡会を設置いたしま

した。メンバーにつきましては、医師会、健康長寿医療センター、患者家族会、

民生委員等でありまして、今年度につきましては、一般高齢者への郵送方式及



びもの忘れ相談医による診療を通じたアンケート調査を実施いたしまして実態

把握を行う予定であります。来年度につきましては、認知症に関する情報共有

ツールの作成を行うなど、今後の板橋区における総合的な認知症対策の検討を

進めてまいりたいと考えております。

次に、国民健康保険特定健康診査について、東京都の交付金についてのお尋

ねであります。

東京都国民健康保険特別調整交付金につきましては、前年度の健康診査等の

成績が良好な保険者に交付をされるものでありまして、板橋区は毎年交付を受

けているところであります。昨年度の実績が最終的に固まるのが１２月ごろで

ありまして、本年度に交付を受けられるかどうかにつきましては、現時点では

未定でございます。

なお、加算金につきましては、平成２７年度より実施をされるために、本年

度は加算をされない決まりでございます。

続いて、健診の受診率についてのご質問であります。

平成２３年度の国保特定健診の受診率は、現時点での暫定値ではありますけ

れども、４５.１％でありまして、制度が始まった２０年度から毎年、少しずつ

ではございますけれども、向上しております。２３区中でも、２２年度は４３.

４％で９位の成績でございました。しし、特定健診につきましては、区民の健

康を維持するためには重要でありまして、現在策定作業中の特定健康診査等実

施計画の中で、受診率を向上するための取り組みについても検討を進めてまい

りたいと考えております。

次は、スポーツ振興に関連をいたしまして、活動拠点となるクラブハウスの

確保についてのご質問であります。

志村スポーツクラブ・プリムラの活動場所としまして、中台地域センターの

会議室や旧若葉小学校の体育館、中台中学校の集会室の利用について現在支援

をしております。総合型地域スポーツクラブでは、地域における主体的なスポ

ーツ活動の担い手として大きな役割を期待されておりまして、今後、活動拠点

の確保に向けて検討してまいりたいと考えております。

次に、これからのスポーツ振興についてのご質問であります。

区では、区民の健康増進のため、区民体育大会、いたばし歩け歩け大会、板

橋Ｃｉｔｙマラソンなど、さまざまな年代の方が楽しめる事業を現在実施して

おります。また、隔年で実施をしておりました高齢者スポーツ大学とシニアス

ポーツ教室につきましては、毎年実施に変更して参加者の拡大を図っていると

ころであります。今後も生涯スポーツの振興のため、子どもから高齢者まで幅

広い世代の方々が楽しめるように事業内容の充実を図り、区民の健康増進に努

めてまいりたいと考えております。



次は、都立城北中央公園内の陸上競技場とサッカー場の整備についてのご質

問であります。

都立城北中央公園内の陸上競技場につきましては、公認の競技場ではないた

めに大会等では使用できないとなっておりまして、公認競技場としての整備を

望むところであります。また、サッカー人口に比べて区内にサッカー場が少な

いことは認識をしておりまして、サッカー場の整備も必要であるとも考えてお

ります。ご趣旨を踏まえて、機会をとらえて、都立城北中央公園内の陸上競技

場及びサッカー場の整備について、東京都に要望してまいりたいと考えており

ます。

次は、防災対策に関連をいたしまして、訓練メニューの活用とフォローにつ

いてのご質問であります。

今年度、町会・自治会向けのさまざまな防災訓練メニューを収録いたしまし

た冊子を作成し、全ての町会・自治会に配布をしたところであります。この訓

練メニューを活用して地域における防災訓練や住民防災組織の訓練、総合防災

訓練が実効性の高い効果的な訓練となりますよう期待をするところであります。

地域からのお問い合わせにつきまして、丁寧にお答えすることは当然でござい

まして、より実践的な訓練が企画、実施されますように支援をしてまいりたい

と考えております。

続いて、訓練メニューの定期的な見直しについてのご質問です。

今年度配布をした訓練メニューにつきましては、各町会・自治会から意見を

頂戴し、次年度版の作成に反映をさせていく予定であります。また、新たな訓

練や特徴的な訓練を実施した町会・自治会を紹介するなど、訓練の充実に参考

となる情報も提供し、地域の訓練が活性化されるように取り組んでまいりたい

と考えます。この訓練メニューにつきましては、行政からの単なる情報提供で

はなく、地域と一緒になってつくり上げていく訓練マニュアルとしても充実を

させてまいりたいと考えております。

続いて、避難場所を周知できる掲示板についてのご質問であります。

現在、区で設置をしております掲示板は１,６６２基ございますが、ご指摘の

とおり、掲示物も多く、掲示面に避難所等の案内を表示することは困難である

とも考えます。区設掲示板の下の部分には案内表示を設置できるスペースがご

ざいますが、設置台数が多いために、財政状況も勘案しながら今後対応を検討

してまいりたいとも考えております。

なお、当面の対策といたしまして、昨年度、区内に８３基設置をしてござい

ます街区案内板については、盤面の地図に「避難所」の表示を追加したところ

であります。

次は、消防水利確保の取り組みについてのご質問であります。



防火貯水槽につきましては、４０トン以上の容積を持つものが区内に１,５６

５箇所設置されておりまして、全ての地域で東京消防庁の設置基準であります

２５０メートルメッシュで４０トン以上という条件をクリアしております。ま

た、板橋区内では、災害時等に使用することができる協定を締結している防災

協力井戸が５２基ございます。しかし、大規模災害時には消火栓が使用できな

くなるなど、不測の事態も想定しておく必要があることから、今後とも大規模

建築物指導要綱において、防火貯水槽の設置を強く推進をしてまいりたいと考

えております。

次に、水道管の対応強度及び現在の整備状況についてのご質問であります。

東京都水道局の公表内容によりますと、都内の水道管路につきましては、耐

震性にすぐれた材料への取りかえはほぼ完了しております。しかしながら、管

路と管路をつなぐ継ぎ手の耐震化率につきましては、平成２２年度末現在、都

内全体におきましては２４％にとどまっておりまして、板橋区内におきまして

は２６％になっております。阪神・淡路大震災では、継ぎ手が外れることによ

る被害が発生いたしまして、継ぎ手の耐震化が課題となっております。今後、

継ぎ手の耐震化率の一層の向上について、東京都水道局に働きかけをしてまい

りたいと考えております。

次に、地域防災計画における今後の取り組みについてのご質問であります。

平成２４年１２月の計画素案の議会報告及びパブリックコメントを踏まえた

後、平成２５年３月の防災会議の審議を経て、地域防災計画を改訂する予定で

あります。また、その実効性を担保するために、災害時に職員の行動手順を示

した初動マニュアルを策定し、１２月から運用していく予定でもあります。こ

れらはＰＤＣＡサイクルのＣとＡとして定期的にチェックを行いまして、見直

しを図っていく必要があるとも考えます。今後は、区民や職員等を対象とした

訓練を通じて定期的に検証を行い、見直しを図っていく予定であります。

最後のご質問でございます。

東京都市計画道路放射第３６号線についてのご質問であります。

都市計画道路放射第３６号線の整備によって移転を余儀なくされる方々への

対応や、地域が分断されることによる影響軽減の要望につきまして、板橋区と

しても十分に受けとめながら、事業主体であります東京都に伝えてまいりたい

と考えております。

残りました教育委員会に関する答弁につきましては、教育長から行います。

◯教育長（北川容子君） 大野はるひこ議員の教育委員会関連の質問にお答えをいたします。

初めに、学校選択制についてでございます。

本区における学校選択制は、通学区域校への入学を前提としつつ、保護者の意思を尊重し、一定の条件



のもと、学校を選択することを可能としている制度でございます。本制度については、平成２１年度に地

域の方にもご参加をいただきまして、学校選択制検証検討会において課題の検討を行ってきた結果、今年

度から登下校の安全確保のため、小学校については通学区域と隣接区域を選択範囲とする変更を実施した

ところでございますが、特に大きな変化はございませんでした。今後、検討会での保護者の意向や学校と

地域のかかわり等を踏まえた上で、学校選択制の名称を含めまして制度の変更を検討していく予定でござ

います。

次に、学校適正規模・適正配置の今後の取り組みについてのご質問でございます。

学校の規模や適正配置に関しましては、学校、保護者、地域関係者が日ごろから問題意識を共有するこ

とが大切であると考えています。そのために教育委員会では、時機をとらえ、客観的なデータや他の学校・

地域の取り組みの紹介など、学校運営連絡協議会等に情報提供や問題提起を行っていきたいと思います。

教育委員会は検討を開始する学校や地域を公表し、子どもたちの教育環境の整備を第一に考えて協議会の

設置や運営等に適切に関与してまいります。

次に、土曜日の授業の実施についてのご質問でございます。

本区におきましては、保護者や地域の方々によるいきいき寺子屋事業を土曜日等に実施をしておりまし

て、地域で支える教育を推進しているところです。一方で、土曜日に授業を行い、その様子を保護者や区

民の方々にごらんいただくことは、学校教育へのさらなる理解につながるものと考えております。平成２

５年度からいきいき寺子屋事業や地域行事などとの調整を図りながら、学校公開を原則として振替休業日

のない土曜授業の日に行うよう全小中学校に指導してまいります。

次に、フィードバック学習方式の効果についてのご質問でございます。

各学校では、フィードバック学習のシステムを生かして、放課後や夏休み等を利用して補充的な学習を

行うとともに、児童・生徒の状況に応じて家庭学習の課題としても取り組んでいるところです。昨年度の

４月のふりかえり調査と１０月の検証調査を比較してみますと、区全体の正答率は全ての教科において上

昇が見られました。一人ひとりの児童・生徒がつまずいた内容に戻って学び直しをし、確実に習得してい

くことで学習する意欲の高まりとともに確かな学力の向上につながっていると考えています。

次に、板橋区学習ふりかえり調査の対象学年の拡充についてご提案がございました。

これまでの調査結果から、主なつまずきの箇所は、小学校３学年以上の学習内容でございまして、第４

学年からの実施が適当だと考えています。また、中学校第３学年では、進学にかかわる学習に授業の重点

が置かれるために、学習ふりかえり調査の実施は困難であると考えています。現在のところ、学習ふりか

えり調査の実施学年を拡大する考えはございませんけれども、一人ひとりのたしかな学力の定着のために、

さらなる工夫改善を図っていきたいと思います。

次に、いじめ対策について、今後の取り組みと対応についてでございます。

いじめは絶対に許されない人権侵害であって、いじめ問題への対応は、いじめられた児童・生徒の立場

に立って行うことが大切であると考えています。学校では、年３回の「ふれあい月間」におけるいじめの

実態調査や子どもの向き合う時間を多くとるなどして、いじめの実態把握に取り組んでいるところでござ

います。教育委員会では、今後も各学校と連携を密にして、いじめの未然防止と早期発見に努め、児童・

生徒が自他の生命を尊重することができるよう各学校を指導するとともに、教員研修や中学生によるシン



ポジウムの開催、関係機関との連携など、さまざまないじめ防止策を講じていきたいと思います。

次に、板橋区の教員として求められる教師像についてのご質問がございました。

教育委員会では、「いたばし学び支援プラン」で示している目指す子ども像の実現に向けて、板橋区の

教職員のあるべき姿を、「子どもと向き合い、子どもの現在だけでなく将来をも意識し、指導力向上に努

める教職員」としております。板橋区立学校で勤務している教員は、東京都公立学校における教員として

採用されまして、本区に着任をしています。教育委員会では、板橋区立学校に着任をしている全ての教員

に、板橋の教育の「グランドデザイン」を配布いたしまして、事業改善に積極的に取り組むなど、板橋区

で求められる教師としての意識向上を図っているところでございます。

最後に、児童・生徒の体力向上についてでございます。

体力とは、運動としての体力だけではなく、健康維持のほか、意欲、気力といった精神面の充実にも大

きくかかわるものであり、体力の向上は重要な課題であると考えております。教育委員会では、なわ跳び

週間やストレッチ強化週間などの取り組み事例をまとめたリーフレットを区内の全教員に配布をいたしま

して、教員の指導力向上や学校体育の充実に取り組んでおります。今後は、効果のあった取り組み事例を

各学校に広めていくとともに、保護者向けの啓発を行うなど体力向上をさらに図ってまいりたいと考えて

います。

答弁は以上でございます。


